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新型コロナウイルス感染症の拡大に際して、下記のとおり電話による処方対応を行っていま
す。

なお、対象となる方は、主治医が当院の常勤医で定期的に通院している方に限らせ
ていただきます。（最終来院日から６か月以上経過している場合は除きます。）

※この取り扱いは、厚生労働省の通達による時限的・特例的なものとなりますので、ご理解
願います。 （令和２年５月１３日現在）

電話診療による処方対応について

○ 申 し 込 み の 流 れ

申込みは下記の２通りになります。

【問い合わせ：事務局（医事課）0220－22－5511（平日8：30〜17：15）】

①主治医へ直接申し込む場合

診察の際、次回の診療（予約日）を電話診療で受けたい旨、主治医へ直接お申し込
み下さい。
主治医の了解が得られましたら、事務職員が対応いたしますので、診察終了後、医

事課窓口へお尋ね下さい。

②電話にて申し込む場合

次回の診療（予約日）を電話診療で受けたい旨、主治医の外来担当日９時〜１１時
の間に電話（０２２０－２３－7165（直通））をおかけ下さい。医事課職員が対応
いたします。

①、②の申し込みにより主治医から、希望される当日の１５：００〜１６：００の間
に電話をおかけします。



新型コロナウイルス感染症の相談・受診の目安について

診 療 日 毎週日曜日

診 療 場 所 救急外来棟

担 当 医 師 東北大学応援医師

受 付 時 間 ９：００〜１６：３０

５月１１日から夜間及び土曜・休日（日曜を除く）の日中に、小児（６歳以上）の診療を実
施してます。受診を希望される場合は、日直医・当直医が可能な限り対応しますので、電話
（０２２０－２２－５５１１）でお尋ねください。
また上記の対応により、平日の月・水曜日の夜間診療（１８：００〜２０：００）は終了し

ましたので、お知らせします。
毎週日曜日の救急診療（※６歳未満も受診できます）は、下記のとおり引き続き実施します。

○救急診療のため投薬は１日分のみの処方となります。
○継続治療が必要な場合は、平日に受診していただくことになります。
○入院が必要と思われる場合には、他の入院可能な医療機関へ紹介することになります。
○受付時間は上記の時間に限定させていただきますので、ご了承願います。

【宮城県と仙台市の健康電話相談窓口（コールセンター）】

電話番号：022-211-3883、022-211-2882

受付時間：24時間対応
※ 帰国者・接触者相談センターへの相談も、上記窓口にご連絡ください。

○息苦しさ（呼吸困難）や強いだるさ（倦怠感） 、高熱等の強い症状のいずれかがある場合。

○重症化しやすい方（※）で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合。

※ご高齢の方、基礎疾患（糖尿病・心不全・呼吸疾患等）がある方や透析を受けている方、

免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方。妊婦の方も重症化しやすい方と同様に、早めに

ご相談ください。

○症状が４日以上続く場合は必ずご相談ください。解熱剤などを飲み続けなければならない

方も同様です。

小児科からのお知らせ

５月８日に厚生労働省の「新型コロナウイルス感染症についての相談・受診の目安について」
が改定されました。
次のような症状がある方はまずは電話相談窓口へご相談ください。

少なくとも以下のいずれかに該当する場合

上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合


